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１．はじめに 

人々は古くから河川流域に居住し，河川に依存し，河川を利用

した生活を営んできた。また，河川という特有の自然条件は，周

辺地域において特徴的な土地利用を生み出してきた。しかし，時

代が進むにつれ都市化が進展し，河川改修が行われた。その結果，

水運の衰退や河川の直線化により，河川流域の地域は土地利用が

大きく変化した。 

河川改修により河川の「跡」となった地域が旧河道であり，か

つては河川流路としての役割を果たしていた。しかし，現在では，

都市化の波に押され市街地化している地域も多く，河川であった

歴史は消失してしまっている。河川はその地域の風景や文化など

の地域性を生み出す存在であるため，都市化が進んだ現代社会に

おいて，旧河道に目を向け，河川によってつくられた地域の特色

を再考することが必要である。 

本研究に関連する先行研究として，以下のものが挙げられる。

旧河道を扱った研究として，高橋（1996） 1)は，遺跡の発掘調査

により得られた土地の履歴から，兵庫県南部地震による神戸周辺

の被害状況を調査した。その結果，大型建造物は硬軟の地盤の境

目において被害が多いのに対し，木造一戸建て住宅の被害や家屋

倒壊による圧死者は，旧河道や埋没旧河道に集中していることが

明らかとなった。中根ら（2011）2)は，矢作川の旧河道や後背湿

地などの歴史的背景と現状から，豪雨時の浸水や地震時の液状化

などによる災害に対する危険性を検討した。そして，旧河道など

の災害時に危険が生ずる可能性の高い地域について，矢作川支流

からの内水排除対策が今後の重要課題であることや，浸水対策と

しての遊水地の必要性を指摘した。廣部ら（1990） 3)は，九頭竜

川の中流部に位置する大野盆地における旧河道の調査から，河川

に関係した小字名が現河道及び旧河道と推定されるルートに重な

るようにして分布していることを明らかにした。このほか，旧河

道については，災害時の危険性に関する研究が大部分であり，一

部，地名と地域の関わりに関する研究がなされている。 

河川と地形及び人間の活動に関わる研究として，村上(2014)4)

は，河道や山塊と斜め堰との関係について検証し，河道に斜交す

る堰体，取水岸に接する山塊，山塊に嵌入する河道の組み合わせ

が，どの程度存在しているのかを把握した。また，それにより取

水点における景観の可能性を探った。久保（2006）5)は，メコン

川下流平野における地形と洪水特性，土地利用及び水利用パター

ンの特色について検討し，土地利用・水利用の特色が，微地形条

件や洪水の特性を反映したものであることを明らかにした。これ

らより，河川流域においては，人々は河川によって形成された地

形条件を利用した生活を営んでいることが明らかとなっている。

また，同時に，河川流域の地形条件が，人工建造物や土地利用に

影響していることが明らかとなっている。 

土地利用に関する研究として，宮本ら（2010）6)は，下総台地

における現況の土地利用や緑地の成立過程を明らかにするため，

幕府直轄牧の一つである小金牧を対象に，その払い下げ地域や払

い下げの時期と，払い下げ後の土地利用の変遷を把握した。また，

牧の払い下げと近代化以降の土地利用変遷との関係について検証

した。久保ら（2009）7)は，神奈川県の宮ヶ瀬ダム建設後の下流

中津川の河川敷における土地利用の変化を明らかにし，ダム建設

による影響について考察した。小林ら（1996）8)は，埼玉県狭山

市の農業地域を例に，明治期，昭和初期，現在（平成3年）の土

地利用の変遷を検討した。さらに，時間的な変化を考慮して作成

した土地利用図（時空間土地利用区分図）に基づき，明治期およ

び現在における土地利用と環境要因との関係性を分析した。これ

らより，地域における土地利用について，地域の歴史との関係性

から，土地利用の変遷が明らかにされている。 

 以上のように，先行研究では，旧河道における地質条件と災害

時の危険性の研究，河川流域の土地利用や土地利用の変遷に関わ

る研究等にとどまっており，旧河道と土地利用との関係について

扱った研究は見られない。河川は地域の環境特性や景観を規定す

る要素の一つである。そのため，旧河道における土地利用の変遷
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を把握することは，地域性を理解する上で，重要な視点であると

考える。また，地域の自然条件や過去の土地利用を理解すること

は，すでに研究が進んでいる災害時の危険性を知ることにも役立

つ。市街地化が進む現代社会において，地形条件と旧河道及び土

地利用の変遷のような，広い意味での地域の歴史を理解すること

は，河川という特有の環境とともに生活を営んできた人々の歴史

を認識するためにも重要である。そこで本研究では，広大な氾濫

原をもつ荒川の中流から下流の地域を対象に，旧河道と時代ごと

の土地利用の変遷を把握することで，旧河道における地形と土地

利用変遷との関係を明らかにすることを目的とした。なお，本研

究で扱う旧河道とは，氾濫原の蛇行流路の跡や，河川改修などに

より，人工的に締め切られたかつての河川を指す。また，旧河道

には，現在は水域とはなっていない地域も含むものとする。 

 

２．対象地域の概要と研究方法 

（１）対象地域の概要 

 本研究では，広大な氾濫原をもつ荒川本流と入間川の合流点

より下流の地域である国土地理院発行1/2.5 万地形図「与野」

の範囲（図－１）を対象として，検討を進めていくこととする。  

 本研究の対象地域は，荒川本流と入間川の合流点より下流部

に位置しており，昔から氾濫が多く河道の変更が頻繁に行われ

た地域である。そのため，旧河道が多く，現在まで水域として

残っている箇所も多く存在する。それに加えて，対象地域南部

及び西部では，都市化により旧河道であるにもかかわらず市街

地化している地域が見られ，対象地域北部の農地が残る地域と

の土地利用の違いが明確である。そのため，旧河道部において

様々な土地利用を確認でき，土地利用の変遷についても多様な

変化が見られると考えた。以上の理由から，本研究では荒川本

流と入間川の合流点の下流部に位置する，国土地理院発行

1/2.5万地形図「与野」の範囲を対象地域とした。 

（２）研究方法 

 対象地域である荒川流域は，大河川の沿岸という特有の環境

にある一方で，東京都や埼玉県内の中心部に近く，市街地化の

影響を受けやすい地域である。そこで，現在までの対象地域に

おける土地利用の変化を調査するため，国土地理院発行1／2.5
万地形図，旧版地形図及び空中写真を用いて対象地域の土地利

用の変遷をたどった。その後，GISを用いて，建設省発行の荒

川流域地形分類図 9）と各年代の地形図を重ね合わせ，旧河道周

辺の地形や土地利用を判読した。また，現在の土地利用に関し

ては，より詳細な土地利用を把握するため，現地調査を行い，

県史や市町村史などから，現在までの土地利用の変遷の要因と

なる社会的背景を探った。以上より明らかとなった旧河道周辺

の地形と土地利用の関係性から類型化を行い，旧河道における

土地利用の変遷について総合考察を行った。以下にその詳細を

示す。 
土地利用の変遷調査では，まず国土地理院発行の1/2.5 万地

形図「与野」及び同旧版地形図（表－1）を，地形図の凡例に

従い彩色し 11)，GISに取り込んだ。さらに，建設省発行の荒川

流域地形分類図を同様にGISに取り込み，旧河道の位置を彩色

した地形図上に重ね合わせた。 

また，旧河道における現在の土地利用については，より詳細な

土地利用を把握するため，現地調査を行った。現地調査箇所は，

現行の地形図に建設省発行の荒川流域地形分類図を重ね合わせる

ことで位置を確定した。その上で，地形分類図に示された旧河道

の位置及び周辺地域における河道跡の存在や，土地利用方法等を

目視により判断する方法で行った。現地調査により，地形図や空

中写真からは判読が難しい詳細な土地利用が明らかとなった。現

地調査は，2014（平成26）年8月1日，4日，15日の3日間で

行った。 

以上の手順により明らかとなった旧河道における地形と土地利

用の関係について，地形条件ごとに旧河道における土地利用の変

遷を明らかにするため，旧河道の分類を行った（図－2）。その上

で，作成したGIS データより明らかとなった土地利用について，

年代ごとに各土地利用の面積を算出し，旧河道における土地利用

の変遷を明らかにした。なお，面積はGISにより10メートル四

方のメッシュを作成して算出した。 

 

３．結果と考察 

図－1 対象地域における旧河道の位置 

使用した地形
図，資料

社会的背景

第一次世界大戦

大戦景気→慢性不況

1918（大正7）年 荒川上流部改修工事始まる。

1921（大正10）年 新河岸川改修工事始まる。

1923（大正12）年 関東大震災

1927（昭和2）年 農地調整法制定

1929（昭和4）年 世界恐慌始まる

荒川沿岸部の用排水改良が行われる。

1931（昭和6）年 通船停止令公布，事実上の舟運終了。 この頃から農村不況深刻化

1938（昭和13）年 荒川旧流路のびん沼（川）が廃川となる。

1941（昭和16）年 食糧増産計画による耕地事業実施。

1944（昭和19）年 荒川河川敷約70haの開墾。

1945（昭和20）年

1946（昭和21)年 埼玉県内で農地買収始まる。 第一次農地改革

1947（昭和22）年 第二次農地改革

1948（昭和23）年 キャスリーン台風，荒川流域で大洪水。

1949（昭和24）年 土地改良法制定

1951（昭和26年） 荒川に26ヶ所の横堤ができる。

1954（昭和29年） 荒川改修工事終わる。

河川敷へ運動場，ゴルフ場等の進出が始まる。

河川敷での公園緑地の開設が始まる。

新河川法制定。

東京オリンピック

1968（昭和43）年 都市計画法制定

1971（昭和46）年 米の生産調整（減反）始まる

第一次石油危機

高度経済成長期終わる

1986（昭和61）年 新河岸川放水路，南畑排水機場完成。

1996（平成8）年 荒川第一調節池（彩湖）完成。

その3，その4

1924（大正13）

年発行地形図

1949（昭和24）

年発行地形図

＊地形図は国土地理院発行1/2．4万地形図、同旧版地形図「与野」を使用。

＊空中写真は国土地理院ウェブページ10）の空中写真を使用。
＊表は本文に示した引用文献より作成。

高度経済成長期

対象地域の主な出来事

1919（大正8）年

1917（大正6）年

1930（昭和5）年

1950（昭和25）年

1973（昭和48）年

第二次世界大戦

＊荒川地形分類図は1996年建設省発行。

東上鉄道（東武東上線）池袋－川越間開通。

埼玉県内での工業生産高が農業生産高を上回
る。

埼玉県内13河川改修計画始まる。県内の主要
排水改良が行われる。

自作農創設維持奨励規則により、県内で自作
農地の創設が進む。

旧軍用地の所管替えが行われ，農地・農業関
連施設の設立が進む。

土地改良事業・交換分合による耕地整理が行
われる。

この頃から県内人口の急増，耕地面積・農家
戸数の減少が加速。各地で耕地整理事業が行
われる。

1914（昭和3）年

1947（昭和22）

年空中写真

1975（昭和50）

年空中写真

1989（昭和64）

年空中写真

1960（昭和35）年

1964（初和39）年

2003（平成15）

年空中写真

荒川流域地形
分類図

1972（昭和47）

年発行地形図

1989（昭和64）

年発行地形図

2001（平成13）

年発行地形図

表－1 使用した地形図，空中写真，資料と年表 
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写真－1 新河岸川の旧河道の利用 

（１）旧河道における都市計画の状況と分類項目 

対象地域における旧河道は，全て荒川の中流部から下流部にお

ける沖積低地に位置している。対象地域の旧河道部における都市

計画状況は，市街化区域17.8％，市街化調整区域82.2％となって

いる 12）。このように，大部分が市街化調整区域に指定されており，

荒川堤外地は荒川近郊緑地保全区域 13)に指定されている。一方で，

富士見市南部，志木市，さいたま市における旧河道は，市街化区

域内に位置しており，住居地区や工業地区に指定されている箇所

が見られる。また，地形条件から旧河道を分類した結果，①自然

堤防に沿う旧河道（288.8ha,48.5%），②後背湿地内の旧河道

(22.7ha,3.8%)，③高水敷における旧河道(245.1ha,41.2%)，④

旧堤外地の高水敷における旧河道(38.8ha,6.5%)の4 項目となっ

た（図－2）。 

 

（２）地形類型ごとの土地利用の変遷  

１)自然堤防に沿う旧河道の土地利用の変遷 

自然堤防は，河道沿岸に土砂が堆積して形成された微高地であ

るため，洪水時に水につかることが少なく，古くから集落・畑・

道路として利用されてきた 14)。都市化の進展により人口が増加す

ると，自然堤防上に古くから発達していた集落が拡大する形で市

街地が形成される。そのため，自然堤防沿いの旧河道で，かつ水

域ではない部分において市街地化が進行し，時代が進むにつれて

住宅地等の割合が漸増している（図－3）。1924（大正 13）年か

ら 1949（昭和 24）年にかけての自然堤防に沿う旧河道における

住宅地・道路・工場等（以下，住宅地等と示す）の割合は，1924
（大正13）年10.3％，1949（昭和24）年10.5％と大きな変化は

見られない。しかし，戦後になって都市化が進展し，その後住宅

地等の割合が急激に増加した。1972（昭和 47）年には 17.9％で

あった住宅地等の割合は，1989（昭和64）年42.2％、2001（平

成 13）年は 47.3％と増加傾向にあり，旧来は集落が立地してこ

なかった旧河道部が，住宅地等を建設する受け皿として選定され

たことがわかる。住宅地等が増加する一方で，水田や畑地などの

農耕地，林地は減少している。ここから，埼玉県史 15)にもあるよ

うに，市街地化が進み，農耕地が住宅地等へ転用されたことがわ

かる。また, 畑が水田に先行して転用されているが,これは 1970
年代頃までに麦作が衰退したことや,埼玉県では土地改良事業等

で，水田における土地改良が優先的に行われたこと 16）などから，

優先して住宅地等への転用，耕作の放棄が進んだと考えられる。 

旧河道部で水域となっている地域は，現在では旧河道が用水路

として活用されている箇所が多い。しかし，富士見市水谷東地区，

志木市上宗岡地区における新河岸（しんがし）川の旧河道（図－

1 中の A）は，地域住民の管理により，洪水時に水量を調節する

遊水地が，憩いの場として整備されている 17)（写真－1）。また，

さいたま市桜区神田（図－1 中の B）では，旧河道部が神社境内

の池になっており，同区大久保（図－1 中の B）では，住宅地内

にある調節池として，ベンチや木道等の設備がある。そのほか，

富士見市東大久保，同市福岡付近の新河岸川旧流路（図－1 中の

C）は沼沢地化しており，わずかに水流がある。以上より，自然

堤防に沿う旧河道は，市街地化している地域が約半数であるが，

水域となっている場所（2001 年時 10.3％）では，用水路の他，

図－2 対象地域における旧河道と地形条件 

 凡例 

図－3 自然堤防に沿う旧河道における土地利用の変化 

 凡例

図－4 後背湿地の旧河道における土地利用の変化 
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地域住民の憩いの場として現在も活用されている。 

２)後背湿地内の旧河道における土地利用の変遷 

後背湿地は，自然堤防の背後に形成される湿地 18)であるため，

住居には向かず，古くから水田を主とする農地として利用されて

きた。そのため現在に至るまで水田としての土地利用が卓越して

おり，旧河道部においても現在まで30％を割ることはない（図－

4）。特に1949（昭和24）年においては，水田66.5％，畑地7.0％
と農耕地としての利用割合が著しく高い。これは，戦時下の政策

による影響を受けているためである。埼玉県史 19)によれば，戦争

の長期化にともない，政府による 1941（昭和 16）年以降の 10
ヵ年間にわたる増産計画を受け，埼玉県で「食糧自給強化耕地事

業」（農地造成改良事業）として食糧増産政策が行われた。これに

より，1943（昭和 18）年には，荒川右岸農地造成改良事業が実

施され，荒川及び新河岸川にはさまれた，川越市，富士見市にま

たがる約 1000 町歩の地域（対象地域北西部）で用排水事業が行

われた。以上のような理由から，後背湿地の旧河道においては，

ほかの地形条件下にある旧河道に比べて農耕地の割合が高くなっ

ている。しかし，1924（大正13）年及び1949（昭和24）年にお

いては住宅地等としての利用面積は7.2％，7.6％と少ないが，後

背湿地内の旧河道においても，時代が進むにつれ住宅地等の占め

る割合が高くなっている。住宅地等の割合は，1972（昭和 49）
年には17.2％となり，1989（昭和64）年には32.4％，2001（平

成 13）年には 38.4％と，市街地としての利用面積が増加してい

る。 

後背湿地内の旧河道で，現在水域となっている場所（2001年時

10.6％）については，川越市下新河岸，同市牛子，ふじみ野市川

崎付近の旧河道（図－1中のD）は，新河岸川と九十（くじゅう）

川を結ぶ水路となっている。ここでは農業用水路として利用され

ていることがうかがえる。また，富士見市下南畑（図－1中のE）
では調整池及び排水ポンプ場となっている。このように，後背湿

地において旧河道は，農業用水路や排水路となっていることがわ

かる。 

３)高水敷の旧河道における土地利用の変遷 

 高水敷は，堤外地のうち洪水時冠水する部分 20)で，一般に河川

敷とされる部分である。1924（大正13）年及び1949（昭和24）
年においては，河川の運搬・堆積作用により形成された肥沃な土

壌を利用した農耕地としての土地利用が卓越している。1924（大

正 13）年は，水田 20.2％，畑 20.0％，及び 1949（昭和 24）年

は，水田25.4％，畑37.4％となっており，農耕地の割合が4割を

越えている（図－5）。特に，1949（昭和 24）年時に畑の割合が

37.4％と多いのは，戦時下の農業政策の影響である。前述の政策

に加え，特に荒川の河川敷においては，1944（昭和 19）年 5 月

には荒川の河川敷 70 町歩を開墾して全部ヒエを作付けし，食糧

事情を幾分でも緩和しようとの立案がなされた 21)。また，1924
（大正 13）年時には荒地の割合が 16.1％であり，他の年代と比

較して高くなっているが，これは荒川の改修と関連がある。旧岩

淵水門（東京都北区志茂）より上流部の荒川は，改修工事の着工

が1918（大正7）年である 22)。そのため1924（大正13）年の時

点では，現荒川流路の沿岸部は，改修用地の買収がなされた状態

となっている 23）。 

高水敷において特徴的であるのが人工改変地の存在である。高

水敷における旧河道では，1972（昭和 49）年以降，人工改変地

の割合が30％以上と卓越している。荒川の河川敷は，他の河川に

比べて幅が広く，平均約 2km である。また，高水敷は国有地と

民有地（公有地を含む）とがあり，荒川全域の高水敷では国有地

が43.8％，民有地が56.2％24)である。荒川は国土交通省の所管に

あり，通常，堤外地に居住することは認められていない。しかし，

荒川においては，改修工事以前より荒川沿岸部に集落があったた

め，現在も集落跡やかつての住民の農耕地が，集約されて残され

ている。そのため，荒川全域において民有地が56.2％と半数以上

を占めているが，ここに荒川の特徴が見られる。河川敷における

土地利用に関して，1964（昭和39）年に制定された新河川法第1

条で，「･･･，国土の保全と開発に寄与し，もって公共の安全を保

持し，かつ，公共の福祉を増進することを目的とする。」と定めら

れ，河川の公共性が強く打ち出された。また，1964（昭和 39）
年の東京オリンピックを契機に，体力づくりが国民運動として叫

ばれ，だれもが常時体力づくりに取り組める場として河川敷が注

目された 27)。さらに1966（昭和41）年には，河川占有許可準則

が制定され，国有地の河川敷は私的な占有ができなくなった25)， 。

以上に加え，前述の荒川近郊緑地保全区域の指定などの理由から，

対象地域における高水敷は，埼玉県及び市町村の管轄下にある公

園や，私企業のゴルフ場，運動場などとして利用されている。 

高水敷における旧河道で現在水域である場所（2001〈平成13〉
年時26.8％）には，さいたま市西区二ツ宮の大宮運動場内（図－

1 中の F）にて，池として残されている。また，川越市古谷上の

旧河道（図－1中のG）は，大宮ゴルフクラブ場内を通っており，

 凡例 

図－5 高水敷の旧河道における土地利用の変化 

 凡例 

図－6 旧堤外地の高水敷における旧河道の土地利用の変化 
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現在は滝沼川（上江橋北部，さいたま市大宮区）となっている。

このように，高水敷は公園やグラウンド，ゴルフ場となっており，

水域となっている旧河道は，その一部として活用されている。 

４)旧堤外地の高水敷における旧河道の土地利用 

旧堤外地の高水敷は，荒川改修以前は堤外地であったが，改修

により新たな人工堤防が建設されたことで堤内地となった地域で

ある。荒川改修以前の堤防と改修以降に新設された堤防に挟まれ

ており，対象地域においては，荒川改修以前に荒川本流であった

水域が大規模な旧河道として残されている（図－1中のH）。その

ため他の地形条件にある旧河道に比べ，1924（大正 13）年から

2001（平成13）年まで水域と荒地の割合が高く，2001（平成13）
年時は，水域77.7％，荒地10.6％である（図－6）。この旧河道は，

荒川の改修工事により1938(昭和13)年に廃川となった 26)が，現

在はびん沼（川）もしくはびん沼調節池と呼ばれ，ヘラブナやブ

ラックバスなどの釣り場として有名である。また，新河岸川の洪

水対策のため，1986（昭和 61）年には新河岸川とびん沼（川）

を結ぶ新河岸川放水路と南畑排水機場が完成し，新河岸川の水が

びん沼（川）にも流れ込むようになった 27)。そのため，旧河道（び

ん沼）における土地利用の割合を見ると，1972（昭和 49）年に

は 56.2％にまで減少していた水域が，1989（昭和 64）年時点で

は79.2％にまで戻っている。 

 

４．総合考察 

以上より，対象地域における旧河道の土地利用の変遷過程にお

いて，旧河道における土地利用の変遷は，周辺の地形による影響

に加え，社会的背景をうけたものであることが明らかとなった。 

地形ごとの土地利用変遷の特性としては以下の通りである。な

お，対象地域における旧河道の土地利用変遷とその要因に関する

社会的背景の関係は，図－7 にまとめた。①自然堤防に沿う旧河

道は，自然堤防上の集落が拡大する形で，都市的土地利用として

の利用が拡大した。旧河道は地下水位が高く地盤が軟らかいため，

本来住宅地等には向かないが，都市化・工業化が進展するにつれ，

旧河道部にまで市街地としての土地利用が拡大したためと考えら

れる。②後背湿地は沖積低地の湿地であるため，地形的に住宅地

等には向かず，現在まで農耕地としての土地利用が卓越している。

そのため後背湿地の旧河道においては，市街地化が進展しはじめ

た後も，農耕地として利用され続けたと考えられる。また，1949
（昭和24）年に制定された土地改良法など，戦後相次いだ農業政

策において各地で土地改良がなされた。その際，埼玉県では特に

水田の土地改良に力を入れていたため 28），水田としての土地利用

が卓越する後背湿地において，農地が維持されたということがで

きる。③高水敷では，旧来は肥沃な土壌を利用した，農耕地とし

ての土地利用が卓越していた。しかし，荒川改修工事に伴う集落

の移転 29）や，新河川法の制定による河川域使用の制限などから，

その土地利用は大きく変化した。高度経済成長期以降，私企業や

公共団体による公園やグラウンド，ゴルフ場が河川敷に進出し始

め 30），現在では河川敷の大部分が人工改変地となっている。その

ため高水敷における旧河道は，公園やゴルフ場内の水域として活

用されている。一方で，集落跡やその周辺は民有地となっており，

周辺住民が所有する農耕地が集約されて残されている。④旧堤外

地の高水敷における旧河道は，荒川改修によって，かつての荒川

本流が廃川化したことで形成された。荒川が堤防で締め切られ，

河川の水が流れ込まなくなったため，水域は徐々に減少し，荒地

となった。しかし， 1986（昭和61）年に新河岸川放水路が完成

した 31）ことで，旧河道の下流部に新河岸川の水が入るようにな

り，旧河道下流部では水流が復活した。現在，旧河道はびん沼（川）

と呼ばれ，ヘラブナやブラックバスなどの有名な釣り場として活

用されている。 

 また，土地利用の変遷には各土地利用の特性や，政策が影響し

ていることがわかった。各地形条件下にある旧河道の土地利用の

変遷を見ると（図－3，4，5，6），水域の割合は，どの地形条件

においても大きく変化していないが，これは旧河道の土地利用の

特性として，水域残存部を改変して利用することが難しいためで

あると考えられる。水域として沼沢地化していたり，水流がある

場合は，陸地として使用するには地盤の強度が低く，陸地化にも

時間がかかる。そのためかつての河川の水が残っている旧河道に

図－7 対象地域における旧河道の土地利用の変遷とその社会的背景 

＊図は本文に示した引用文献より作成 

1949（昭和24）年地形図 

1947（昭和22）年空中写真 

1972（昭和47）年地形図 
1975（昭和50）年空中写真 

2001（平成13）年地形図 
2003（平成15）年空中写真 

1989（昭和64）年地形図 
1989（昭和64）年空中写真 

1924（大正13）年 地形図 
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ついては，そのまま水域として活用されたためであると考えられ

る。旧河道は地下水位が高く，排水の通り道となりやすい 32）た

め，用排水路としての活用が目立つが，現在では親水公園として

整備されている箇所もある。 

社会的背景の影響を受けた土地利用の変遷については，農地の

転用に関するものが顕著に見られる。各地形条件において市街地

化が進展するにつれて農耕地の転用がなされているが，特に畑が

水田に先行して市街地に転用されており，これは政策的な影響に

よるものであると考えられる。埼玉県史 33）によれば，1950年代

は，食糧増産の時代であったが，その後1970年代頃までに米・麦

は減産に向かい，特に麦作の衰退は著しかった。また，埼玉県で

は土地改良事業等で，水田における土地改良が優先的に行われた
34）。さらに，1958（昭和33）年から1968（昭和43）年の埼玉県

の農地価格は，10 年間で水田は 8～9 倍，畑は 11～13 倍に上昇

している 35），36）。埼玉県内における耕作地率は，1960（昭和35）
年から 1970（昭和 45）年にかけて 34％減少した 37）が，特に畑

においては，前述した理由から，旧河道部においても水田に優先

して住宅地等への転用，耕作の放棄が進んだと考えられる。なお，

1968（昭和 43）年に都市計画法が制定され，対象地域は大部分

が市街化調整区域に指定された。そのため，今後，対象地域にお

ける旧河道の多くでは，農地が維持されると考えられる。一方で，

市街化区域においては，旧河道部でも市街地化が進行することが

予測される。 

  

５．おわりに 

日本の各地域がもつ特性は，それぞれの地域の独自性を表すも

のである。そのため，地域性を保存することは，日本全体の地域

多様性に直結するものであり，地域におけるまちづくり計画や地

域運営計画は，地域の独自性を活かしたものにする必要がある。

本研究の対象地域においても例外ではなく，旧河道が多数存在し，

同時に，水害の危険性があるという地域性を活かした立案をすべ

きである。その点で，現在までに行われている用排水路や親水公

園としての旧河道の利用は，地域特性を活かした地域のあり方と

言える。今後の計画立案の際にも，旧河道を親水公園や緑道，洪

水時に調節池となるオープンスペースやビオトープなどとして活

用することで，地域の独自性，自然環境の特性を活かすことがで

きると考える。 

本研究では,荒川中流から下流の限定的な地域における研究に

とどまったため，流域間の比較による地形と土地利用変遷の特徴

については言及できなかった。今後は，荒川流域の他の地域や，

他の河川域における旧河道の変遷過程を把握する必要がある。 
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